
 

 

第 74回国民体育大会高萩市防疫対策要項 

 

１ 目 的 

この要項は、第 74 回国民体育大会高萩市医事衛生基本計画に基づき、第 74 回国民体育

大会「いきいき茨城ゆめ国体」及び競技別リハーサル大会（以下「大会」という。）におけ

る大会参加者等の感染症の発生を予防するため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

  いきいき茨城ゆめ国体高萩市実行委員会は、いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ

大会実行委員会と相互の連携を図るとともに、関係機関・団体等の協力を得て、防疫体制

を整え、防疫に対する意識の向上を図る。 

 

３ 実施業務 

（１）感染症予防意識の向上 

感染症の発生予防のため防疫に関する知識の普及及び注意喚起を図る。 

（２）病原体保有者に対する指導 

特に消化器系感染症予防のため、必要に応じて、病原体保有の有無について検査を行

う。検査の結果病原体保有者と認められた者については、法令等に基づき措置を講じる。 

（３）感染症患者に対する措置 

選手、監督、競技役員、大会関係者及び一般観覧者に感染症患者（疑似患者及び無症

状病原体保有者を含む。）が発生した場合には、法令等に基づき必要な措置を講じる。 

 

４ その他 

この要項に定めるもののほか、防疫対策に関して必要な事項は別に定める。 

 

平成 28年 ８月 23日第１回宿泊・衛生専門委員会決定     

平成 28年 10月 26日第３回総会決定(会則一部改正) 


